
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等（※１）の方へ、令和３年度課税分の固定
資産税、都市計画税を軽減する特例措置を実施します。

対象となる固定資産
中小事業者等が所有する事業用家屋または償却資産（土地や居住用家屋は対象外）

■対象となる者
〈対象選定フロー〉

■申告方法　軽減措置の要件を満たすことについて、認定経営革新等支援機関などに確認を受けたのち、確認印の
押された書類を税務課資産税係に提出してください。
※詳細については市または中小企業庁ホームページをご確認ください。

■申告受付期間　（コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送でのご提出にご協力ください）
令和３年１月４日（月）～令和３年２月１日（月）
（土、日、祝日は窓口での受け付けは行いません。）

令和３年度固定資産税・都市計画税の軽減措置のご案内

　税務課（内線156）

（※１）	・資本金の額または出資金の額が１億
円以下の法人

	 　（資本又は出資を有しない法人の場
合は従業員数が1,000人以下。ただ
し大企業の子会社などは対象外）

	 ・常時使用する従業員が1,000人以下
の個人事業者

減免なし全額減免１/２減免

令和２年２月～10月間の任意の連続
する３ヶ月の収入の合計が昨年同時
期の収入と比較して30％以上減少

中小事業者等に該当

YES

30％～50％減少 YES 50％以上減少

NO

NO

中小事業者等

認定経営革新等支援機関等（※２）

市役所

①確認依頼
（以下の書類の確認を受けてください）

１．　申告書
（市ホームページよりダウンロード）

２．　収入減を証する書類
３．　特例対象家屋の事業用割合を示す
書類

③軽減申請

認定経営革新等支援機関などが確認した証明書
及び同機関に提出した書類一式（コピー可）
１．　中小事業者等であること。
２．　事業収入が一定程度落ち込んでいること。
３．　事業用の資産であること。

②確認書発行

（※２）	・認定経営革新等支援機関の認定を受けた税理士、公認会
計士又は監査法人など

	 ・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会など
上記の機関に準ずるもの

	 ・上記以外で、税理士など帳簿の記載事項を確認する能力
があって確認書の発行を希望するもの
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